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議案第４５号

向日市職員の給与の特例に関する条例の制定について

向日市職員の給与の特例に関する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２５年９月４日提出

向日市長 久 嶋 務
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条例第 号

向日市職員の給与の特例に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、職員の給与を削減するため、向日市長及び副

市長の給与に関する条例（昭和３９年条例第２０号。以下「市長

等給与条例」という。）、向日市教育委員会の教育長の給与及び

勤務時間等に関する条例（昭和３１年条例第１０号。以下「教育

長給与条例」という。）及び向日市職員の給与に関する条例（昭

和２６年条例第７号。以下「給与条例」という。）の特例を定め

るものとする。

（市長等給与条例の特例）

第２条 平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日までの間

（以下「特例期間」という。）においては、市長及び副市長に対

する給料の月額の支給に当たっては、市長等給与条例第３条に掲

げる給料の月額から、給料の月額に次の各号に掲げる区分に応じ

当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。た

だし、市長等給与条例に基づく地域手当及び期末手当の額の算出

の基礎となる給料の月額は、市長等給与条例第３条に掲げる給料

の月額とする。

(1) 市長 １００分の２０

(2) 副市長 １００分の１５

（教育長給与条例の特例）

第３条 特例期間においては、教育長に対する給料の月額の支給に
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当たっては、教育長給与条例第３条に掲げる給料の月額から、給

料の月額に１００分の１０を乗じて得た額に相当する額を減ず

る。ただし、教育長給与条例に基づく地域手当及び期末手当の額

の算出の基礎となる給料の月額は、教育長給与条例第３条に掲げ

る給料の月額とする。

（給与条例の特例）

第４条 特例期間においては、給与条例第３条第１項に規定する給

料表の適用を受ける職員のうち、給与条例第４条の２に規定する

再任用職員を除いた者に対する給料月額の支給に当たっては、給

料月額から、給料月額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に

定める割合（以下「支給減額率」という。）を乗じて得た額に相

当する額を減ずる。ただし、給与条例に基づく給料の調整額、地

域手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務

手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出については、給与条例別

表に掲げる給料月額に基づいて行うものとする。

(1) 平成２５年１０月１日（特例期間において新たに職員となっ

た者にあっては、職員となった日。以下「基準日」という。）

において給料表の職務の級が２級以下である職員 １００分の

４．３

(2) 基準日において給料表の職務の級が３級である職員 １００

分の７．２

(3) 基準日において給料表の職務の級が４級又は５級である職員

１００分の７．５

(4) 基準日において給料表の職務の級が６級以上である職員 １

００分の１０．０



- 4 -

２ 特例期間においては、給与条例第１２条、職員の勤務時間、休

暇等に関する条例（平成７年条例第１号）第１５条第３項及び向

日市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第１号）第１

９条に規定する勤務１時間当たりの給与額は、給与条例第１６条

の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給

料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に１２を乗じ、

その額を１週間の勤務時間に５２を乗じて得た時間から１年間に

おける規則で定める時間を減じて得た時間で除して得た額に当該

職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とす

る。

３ 第１項第２号、第３号又は第４号に掲げる職員に該当して同項

の規定の適用を受ける職員の給料月額については、同項第２号に

掲げる職員にあっては同項第１号に掲げる職員に、同項第３号に

掲げる職員にあっては同項第２号に掲げる職員に、同項第４号に

掲げる職員にあっては同項第３号に掲げる職員に該当して同項の

規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度におい

て、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

４ 向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成

１８年条例第１０号）附則第７項及び第８項の規定による給料を

支給される職員に関する第１項及び前項の規定の適用について

は、第１項中「給料月額の」とあるのは「給料月額と向日市職員

の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成１８年条例第

１０号。以下「平成１８年改正条例」という。）附則第７項及び

第８項の規定による給料の額との合計額の」と、「給料月額から、

給料月額に」とあるのは「給料月額と平成１８年改正条例附則第
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７項及び第８項の規定による給料の額との合計額から、給料月額

と平成１８年改正条例附則第７項及び第８項の規定による給料の

額との合計額に」と、前項中「給料月額」とあるのは「給料月額

と平成１８年改正条例附則第７項及び第８項の規定による給料の

額との合計額」とする。

（端数計算）

第５条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることと

される額を算定する場合において、当該額に１円未満の端数を生

じたときは、これを切り捨てるものとする。

附 則

この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。
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〈参 考〉

向日市職員の給与の特例に関する条例

第 ４ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 読 替 え

読 替 後 読 替 前

（給与条例の特例） （給与条例の特例）

第４条 特例期間においては、給与条例第３条第１項に規 第４条 特例期間においては、給与条例第３条第１項に規

定する給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例第４ 定する給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例第４

条の２に規定する再任用職員を除いた者に対する給料月 条の２に規定する再任用職員を除いた者に対する給料月

額と向日市職員の給与に関する条例等の一部を改正する 額の

条例（平成１８年条例第１０号。以下「平成１８年改正

条例」という。）附則第７項及び第８項の規定による給

料の額との合計額の支給に当たっては、給料月額と平成 支給に当たっては、給料月額から、

１８年改正条例附則第７項及び第８項の規定による給料 給料月額に

の額との合計額から、給料月額と平成１８年改正条例附

則第７項及び第８項の規定による給料の額との合計額に

次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合（以 次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合（以

下「支給減額率」という。）を乗じて得た額に相当する 下「支給減額率」という。）を乗じて得た額に相当する

額を減ずる。ただし、給与条例に基づく給料の調整額、 額を減ずる。ただし、給与条例に基づく給料の調整額、

地域手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手 地域手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手

当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出に 当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出に

ついては、給与条例別表に掲げる給料月額に基づいて行 ついては、給与条例別表に掲げる給料月額に基づいて行

うものとする。 うものとする。

(1) 平成２５年１０月１日（特例期間において新たに職 (1) 平成２５年１０月１日（特例期間において新たに職

員となった者にあっては、職員となった日。以下「基 員となった者にあっては、職員となった日。以下「基

準日」という。）において給料表の職務の級が２級以 準日」という。）において給料表の職務の級が２級以

下である職員 １００分の４．３ 下である職員 １００分の４．３

(2) 基準日において給料表の職務の級が３級である職員 (2) 基準日において給料表の職務の級が３級である職員

１００分の７．２ １００分の７．２

(3) 基準日において給料表の職務の級が４級又は５級で (3) 基準日において給料表の職務の級が４級又は５級で

ある職員 １００分の７．５ ある職員 １００分の７．５

(4) 基準日において給料表の職務の級が６級以上である (4) 基準日において給料表の職務の級が６級以上である

職員 １００分の１０．０ 職員 １００分の１０．０

２ 略 ２ 略

３ 第１項第２号、第３号又は第４号に掲げる職員に該当 ３ 第１項第２号、第３号又は第４号に掲げる職員に該当

して同項の規定の適用を受ける職員の給料月額と平成１ して同項の規定の適用を受ける職員の給料月額
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８年改正条例附則第７項及び第８項の規定による給料の

額との合計額については、同項第２号に掲げる職員にあ については、同項第２号に掲げる職員にあ

っては同項第１号に掲げる職員に、同項第３号に掲げる っては同項第１号に掲げる職員に、同項第３号に掲げる

職員にあっては同項第２号に掲げる職員に、同項第４号 職員にあっては同項第２号に掲げる職員に、同項第４号

に掲げる職員にあっては同項第３号に掲げる職員に該当 に掲げる職員にあっては同項第３号に掲げる職員に該当

して同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認 して同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認

められる限度において、別に定めるところにより、必要 められる限度において、別に定めるところにより、必要

な調整を行うことができる。 な調整を行うことができる。

４ 略 ４ 略


